
【重要事項】

№ 作物名 測定結果 備考 測定年月日 地区 № 作物名 測定結果 備考 測定年月日 地区

5143 カボチャ 20Bq未満 9月2日 中妻 5178 人参 20Bq未満 9月26日 中妻

5144 プルーン 20Bq未満 9月5日 沢石 5179 ホウレン草 20Bq未満 9月26日 中妻

5145 ブドウ 20Bq未満 9月5日 沢石 5180 白菜 20Bq未満 9月26日 中妻

5146 栗 20Bq未満 9月5日 中妻 5181 里芋 20Bq未満 9月26日 要田

5147 人参 20Bq未満 9月5日 中郷 5182 野ﾌﾞﾄﾞｳ酒 20Bq未満 9月27日 三春

5148 ミョウガ 20Bq未満 9月5日 中妻 5183 オータムポエム 20Bq未満 9月27日 中郷

5149 四角豆 20Bq未満 9月6日 要田 5184 もち米 20Bq未満 9月27日 中郷

5150 サツマイモ 20Bq未満 9月8日 三春 5185 ブロッコリー 20Bq未満 9月27日 中妻

5151 ジャガイモ 20Bq未満 9月9日 中郷 5186 ブロッコリー 20Bq未満 9月27日 中妻

5152 栗 20Bq未満 9月9日 中郷 5187 ゴボウ 20Bq未満 9月27日 中郷

5153 ネギ 20Bq未満 9月9日 中妻 5188 ホウキタケ 131 9月28日 岩江

5154 イチジク 20Bq未満 9月9日 中郷 5189 ネギ 20Bq未満 9月28日 中郷

5155 大根 20Bq未満 9月9日 中郷 5190 ホウレン草 20Bq未満 9月28日 中郷

5156 イチジク 20Bq未満 9月9日 中妻 5191 ブロッコリー 20Bq未満 9月28日 中郷

5157 大根葉 20Bq未満 9月12日 中妻 5192 里芋 20Bq未満 9月29日 中妻

5158 ニラ 20Bq未満 9月12日 中妻 5193 枝豆 20Bq未満 9月29日 御木沢

5159 イチジク 20Bq未満 9月12日 岩江 5194 ジャガイモ 20Bq未満 9月29日 中妻

5160 カボチャ 20Bq未満 9月13日 中妻 5195サツマイモ 20Bq未満 9月29日 中妻

5161 キュウリ 20Bq未満 9月13日 中妻 5196 食用菊 20Bq未満 9月29日 岩江

5162 ネギ 20Bq未満 9月15日 中郷 5197 カボチャ 20Bq未満 9月29日 要田

5163 二十日大根 20Bq未満 9月20日 中妻 5198 ハヤトウリ 20Bq未満 9月29日 要田

5164 二十日大根 20Bq未満 9月20日 中妻 5199 銀杏 20Bq未満 9月29日 御木沢

5165 オクラ 20Bq未満 9月20日 中郷 5200 里芋 20Bq未満 9月30日 中妻

5166 サツマイモ 20Bq未満 9月21日 中郷 5201 もち米 20Bq未満 9月30日 中郷

5167 へちま水 20Bq未満 9月21日 中妻 5202 ブロッコリー 20Bq未満 9月30日 中妻

5168 サツマイモ 20Bq未満 9月22日 中妻 5203 ネギ 20Bq未満 9月30日 中郷

5169 ブロッコリー 20Bq未満 9月22日 中妻

5170 ﾊｯｸﾙﾍﾞﾘｰ 20Bq未満 9月22日 三春

5171 ミニトマト 20Bq未満 9月26日 中郷

5172 白菜 20Bq未満 9月26日 中妻

5173 栗 20Bq未満 9月26日 中妻

5174 千本シメジ 20Bq未満 9月26日 要田

5175 カリフラワー 20Bq未満 9月26日 中妻

5176 カリフラワー 20Bq未満 9月26日 中妻

5177 人参 20Bq未満 9月26日 中妻

検体が、100ベクレル/kgを超えたもの（販売・流通はしておりません。）
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　▲測定期間　令和4年9月1日～9月30日

平成24年4月1日から、新しい基準値となりました。

一般食品（米や野菜など）の基準値　100ベクレル/ｋｇ

令和４年度　食品等放射能検査（セシウム）結果一覧表

④検査結果にある検体は、主に個人が自家消費するための食品等です。農家が生産し出荷している農産物は、県のモニタリング調査で管理されており、暫定基準値を超える
ものが流通・販売されることはありません。

①食品等放射能検査所（三春の里ベクレルセンター）は、公的認証機関ではないため、簡易検査として実施しております。　　　　
　測定結果は、あくまでも参考であり、これを出荷および摂取制限等の根拠とするものではありません。

②平成24年10月1日分から、測定結果の表示方法を定量下限値から検出下限値（測定機器の性能一杯の下限値。検体、測定時間により変動します。）としております。そのた
め、検体によって検出下限値が異なる場合があります。検出下限値未満（10ベクレル/kg、15ベクレル/kg、20ベクレル/kg）の場合は、「10未満」「15未満」「20未満」のいずれか
を表示します。

③測定データの利用について
　測定結果は町で記録・公表するほか、放射線対策のため国県に提供いたします。


